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楽器寄附ふるさと納税とは、全国に眠る使われなくなった楽器を、学校や音楽団体等へ

自治体を通じて寄附していただき、その楽器の査定価格が税金から控除される「ふるさと

納税制度」を活用した新しい取り組みで、7 月 1 日より開始いたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 （写真：本庄南中提供）古く錆びつき、様々な部分がへこんでしまっているホルン 

 

この制度は、慢性的な楽器不足という状況から、三重県いなべ市が最初にスタートさせ

た事業ですが、学校にとっては、単に楽器不足の解消という面だけではなく、寄附をいた

だいた楽器が、子どもたちの感謝の気持ちを創造し、笑顔あふれるまちづくりへつながる

ものと考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料 １）概要資料 

２）パンフレット 

 

 

 

問合せ先 

○本件記事に関すること 企画財政部 広報課 担当：鳥羽 

                      電話：０４９５（２５）１１５５ 

【楽器贈呈式の開催】 

  本市への楽器寄附第 1 号がありましたので、寄附楽器の贈呈式を行います。 

 

 日  時：８月 21 日（金）午後４時～午後５時を予定 

      ※贈呈式の様子は、後日ご報告します。 

 寄附楽器：フルート 

 そ の 他：市長より吹奏楽部生徒へ贈呈式を予定しております。 

楽器寄附ふるさと納税を開始しました 



楽器寄附ふるさと納税について 

担当：本庄市 広報課 魅力創造係 

0495-25-1614（直通） 

概要 
楽器寄附ふるさと納税とは、使わなくなった楽器を自治体（学校等）へ寄附することで、 

寄附者はその楽器の査定価格相当分の金額を寄付したこととして税金の控除が受けられる

制度です。                      （ふるさと納税制度の活用） 

★寄附の流れ 

寄附者 

 ①寄附査定申込 

 （査定結果を了承） 

査定業者 

 ②楽器と査定情報 

の提供 

自治体（学校） 

 ③お礼状の発送（学校） 

  寄附金受領証発送（市役所） 

 

効果 
①寄附から生まれる「感謝の思い」 

希望していた楽器を寄附していただいた事で、生徒たちに「ありがとう」という感謝の

気持ちを体験してもらいます。 

②返礼品ではない「感謝を伝える」 

寄附者へは、生徒たちから感謝の手紙を送付し、Web 等へも掲載します。さらに、今後

開催される音楽会等へ寄附者を招待するなど感謝の音色（気持ち）を伝えます。 

※返礼品は出ません。 

③応援したい地域の醸成「ふるさと納税の本質＝関係人口の創出」 

寄附者は、自分が大切にしていた楽器を寄附することで、生徒たちに感謝され、応援し

た地域(自治体)への愛着が生まれる。 

 

参加校と希望楽器 
 

学 校 名 希望楽器（7/1 現在） 

本庄市立本庄東中学校 電子ピアノ／キーボード、ハンドベル、フォークギター、クラシ

ックギター、 

本庄市立本庄南中学校 フルダブルホルン、テナーサックス、アルトサックス、B♭クラ

リネット、フルート、ピッコロ 

本庄市立本庄西中学校 バリトンサックス、ソプラノサックス、E♭クラリネット、 

本庄市立児玉中学校 チューバ、スーザフォン、フルダブルホルン、アルトサックス、

B♭クラリネット、 

お礼状の発送（学校） 

寄附金受領証の発送（市役所） ③ 

寄附査定申込 査定結果 

① ② 

自治体 

学 校 
寄附者 

楽器と査定情報の 

提供 

  

 査定業者 

(市の委託業者) 
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本庄市は、盲目の国学者、塙保己一生誕の地であり、これまで障害者と健常者との「共

生のまちづくり」を目指してきました。「東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技  

大会」におけるトルコ共和国とのホストタウン登録においては、塙保己一の理念に基づき、

パラリンピアン（障害のある選手たち）との交流等を通して共生社会の実現に向けた取組

みを推進する「共生社会ホストタウン」の登録を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登録を目指すにあたり、東京 2020 大会後においても引き続きホストタウン交流が継続

するためのモデルとなるような取組を実施し、実施したプロジェクトやホストタウンの 

情報については、内閣官房オリパラ事務局が全国のホストタウンの情報発信のために新た

に開設した専用WEBサイト「世界はもっとひとつになれる Light up HOST TOWN Project」

等を活用し情報発信していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○添付資料 （ホストタウンの情報発信WEBサイト開設について） 

問合せ先 

○本件記事に関すること 企画財政部オリンピックパラリンピック支援室 

 担当：岩崎 電話：０４９５（２５）１６１５ 

 ○ホストタウン専用WEBサイトに関すること  

内閣官房東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部事務局 

                担当：久保 電話：０８０（１１３９）４１２３ 

○広報全般に関すること 企画財政部広報課 

  担当：鳥羽 電話：０４９５（２５）１１５５ 

○実施予定プロジェクト（内閣官房「オリパラ基本方針推進調査事業」を活用） 

 ・ホストタウン応援動画プロジェクト 

・地元紙と連携した共生社会の取組の情報発信 

・国際放送を活用したグローバル情報発信 他 

 

○ホストタウン専用 WEB サイト URL：https://host-town.jp 

オリンピック・パラリンピック事業 

「共生社会ホストタウン」登録を目指す取り組みについて 

https://host-town.jp










マイトレ教室 目指せマイナス５歳！ 

「ステップ美
び

クスで心も身体も健幸
けんこう

に｣を実施しています。 

【筋力トレーニング】 【ステップビクス（有酸素運動）】 
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この教室では、平成 29 年度から、健康寿命の延伸と医療費の削減を目的とし、健康長

寿埼玉モデルの推奨プログラム｢筋力アップトレーニング｣に基づいて、筋力トレーニング

と有酸素運動のウォーキングやステップビクスを実施しています。 

｢マイトレ教室｣のマイトレ
．．．．

はマイトレーニングの略で、運動を継続して行い、運動習慣

を身につける自分自身のためのトレーニングという意味があります。また、1 人 1 人に合

わせた個別の運動プログラムを作成し、それに基づき運動を実施しています。参加者には

活動量計を配布し、運動データの見える化を行い、成果を確認することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○添付資料 （本庄市の健康増進事業の取り組み～マイトレ教室～ １部） 

  

問合せ先 

○本件記事に関すること 保健部 健康推進課 担当：佐々木 

                       電話：０４９５（２４）２００３ 

○広報全般に関すること 企画財政部 広報課 担当：鳥羽 

                      電話：０４９５（２５）１１５５  

｢マイトレ教室｣の主な成果 

○体力年齢の若返り(※1) 約６歳の若返り（令和元年度参加者） 

○運動習慣の改善 筋トレ回数 13 回/月（推奨回数）以上を維持 

○歩数や、しっかり歩数の増加(※2) 

○医療費抑制効果 1 人あたり約 15,270 円/月（令和元年度参加者） 

※1･･･体力年齢とは、体力を評価する方法で、体力水準を示す年齢のことです。 

※2･･･普通の歩行よりも早く歩いた歩数のこと（早歩きの歩数）です。 



 
 
 

本庄市では平成２８年３月に「本庄市健康づくり推進総合計画」を策定し、健康づくりの重点施策の一つと

して「生活習慣病予防・重症化予防」を掲げ、日常生活における身体活動の推進を図っています。その事業の

一つとして、「マイトレ教室」を平成 29 年度から実施しています。 

年を重ねると、血管自体が硬くなり、高血圧・心筋梗塞などのリスクが高くなります。有酸素運動を行うこ

とによって、血管を柔らかくし、内臓脂肪を減らすことで高血圧やメタボを改善・予防することができます。

また、筋力トレーニングを行い、太りにくい身体をつくることでメタボを予防することができます。 

 

マイトレ教室の具体的な取り組み（令和元年度） 

  

内容（参加者：236 名）※H30 年度から 63 名増えました。 

・有酸素運動（ウォーキング・ステップビクス）･･･7,000～8,000 歩/日を目標としています。 

・筋力トレーニング･･･5～7 種目 13 回/月を目標としています。 

・体組成測定、血圧測定  ・血液検査 

・運動と関連した栄養講座  ・体力測定 

主な成果 

・体力年齢の若返り                ・費抑制効果 

教室開始 6 か月で約 6 歳の若返り（令和元年新規参加者）    1 人あたり月平均医療費が約 15,270 円減 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

○運動習慣の改善 

 ①平均歩数 1 日あたり 1,800 歩/日 増加 

 ②平均しっかり歩数 2,000 歩/日（推奨値）以上実施 

 ③筋トレ（７種目）３回/週以上実施 など 
 

○体組成データの改善 

 体重、筋肉率の維持・向上など 
 

○血液検査結果の改善 

 中性脂肪の減少、HDL（善玉）コレステロール上昇な

ど 

○今年度マイトレ教室について 

対象者：40 歳から 74 歳以下の市民で、医師から運動を

禁止されていない方 

期 間：令和 2 年 10 月～令和 3 年 2 月（5 か月間） 

定 員：80 名（応募多数の場合は抽選） 

申込み：8 月 13 日（木）から 8 月 27 日（木）まで、電

話又は直接本庄市健康推進課(保健センター)へ

(Te;0495-24-2003) 

 

※新型コロナウイルスの対策について 

 1 クラスの人数を減らして密を避け、参加者同士の距

離を確保して行います。 

 また、参加者はマスクを着用し、参加前の体調チェッ

ク・手指、使用物品の消毒を行います。 

  

※教室の詳細は、広報８月号をご覧ください。 

本庄市の健康増進事業の取り組み ～マイトレ教室～ 
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 本市では新型コロナウイルス感染症対応施策の内、事業者に対する支援策を３本の矢と

称して実施しています。第１の矢は、「緊急経済対策融資利子及び信用保証料補給金」、第

２の矢は、「小規模事業者等応援臨時給付金」、第３の矢は、「店舗改修費補助金」で、いず

れの支援策も市内の事業者に有効に活用していただいております。 

 特に７月１日から受付を開始した「店舗改修費補助金」については、開始 20日間で当初

の予算として設定した3,000 万円に達する 47件の申請があったため、緊急の処置として、

新たに 3,000万円を追加補正し、市内事業者の支援を行うこととなりました。 

 

【事業概要】 

事業概要 

市内事業者等が、店舗の魅力や環境の向上を目的とした店舗の

改修工事（新型コロナウイルス感染症対策を含む。）を行うこ

とに対し、その費用の一部を補助します。 

補助対象事業 市内施工業者により改修費20 万円以上の店舗改修をした場合 

補助率 

(補助限度額 100 万円) 

一般改修          （補助率１／２） 

新型コロナウイルス感染症対策（補助率２／３） 

補助対象業種 小売り・飲食・生活関連サービス業等 

申し込み 申し込みは、先着順。予算額に達した時点で受付終了。 

 

【追加補正額】 

補正予算額 60 万円×50件＝3,000 万円 

 

【事業実績】 

申請状況 
７月１日から 20 日 補助金申請件数 47件 

（補助申請額平均 約 60 万円） 

改修内容 店舗用トイレ内における手洗い場の改修や換気扇の設置等 

 

問合せ先 

○本件記事に関すること 経済環境部 商工観光課 担当：出牛 

                         電話：０４９５（２５）１１７５ 

○広報全般に関すること 企画財政部 広報課   担当：鳥羽 

                        電話：０４９５（２５）１１５５ 

本庄市新型コロナウイルス感染症対応施策（事業者支援策） 

店舗改修費補助金の事業費増額について 
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新型コロナウイルスの影響で需要が減退している花卉を市内の農家から買い取り、市民

の皆さんへ配布することで生産者を支援する取り組みを実施します。 

また、市内の団体や家庭等に提供することで、需要を喚起し、花卉の活用拡大及び利用

定着につなげます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 添付資料 パンフレット １部 

 

問合せ先 

○本件記事に関すること 経済環境部 農政課 担当：大倉 

                      電話：０４９５（２５）１１７７ 

○広報全般に関すること 企画財政部 広報課 担当：鳥羽 

                      電話：０４９５（２５）１１５５ 

【事業概要】 

 対  象：生産者のハウスに花卉を受け取りに行ける市内団体（医療機関・ 

企業・飲食店等）及び個人 

 配布花卉：600 鉢程度（ポインセチア・寄せ植え・観葉植物） 

 配布時期：10 月～11 月 

 申  込：８月 31 日（月）まで 

はがき・FAX・メールのいずれかで申込（別添参照） 

応募者多数の場合は、抽選により決定します。 

本庄市花いっぱい「絆」創出事業の実施について 
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２０１８年に公開された本庄拠点地域映画「たった一度の歌」をユナイテッド・シネマ

ウニクス上里で再上映します。 

 

 

 

 

 

 

  実は、本物の本庄市役所の 

  作業服です。        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先 

○本件記事に関すること  

彩の国本庄拠点フイルムコミッション事務局（本庄商工会議所内 担当：小林） 

           電話 ０４９５（２２）５２４１ 

 ○広報全般に関すること           企画財政部 広報課 担当：鳥羽 

                      電話 ０４９５（２５）１１５５ 

実在する地元の農業合唱団をモデルに全編本庄市・児玉郡内でロケを行ったこの 

映画は、単なるご当地映画ではなく、主人公をはじめとする人々が、それぞれ胸に  

秘めてきた郷土に対する思いを描いた映画です。 

コロナ禍により入場が減少した地元の映画館も、十分に対策を取っており、安心し

てご覧いただけるきっかけになることを目的に、ウニクス上里管理事務所と彩の国本

庄拠点フィルムコミッションにより、この映画の再上映を行うこととなりました。 

劇場で映画を見ることで、地域にも元気を取り戻してもらいたいと願っています。 

上映期間 ８月 28 日（金）から９月 10 日（木）まで 
※上映時間は、ユナイテッドシネマ ウニクス上里のホームページ 

でご確認ください。 

上映場所 ユナイテッドシネマ ウニクス上里 

入場料金 1,100 円（税込） 

前売り券  500 円（税込）好評販売中 

本庄拠点地域映画「たった一度の歌」を再上映します 


